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西
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(1)

以
上
の
記
述
は
、
『
国
史
大
辞
典
』
の
「
散
回
」

「
浮
名
」
・
「
浮
免
」
・
「
問
団
」
・
寸
公
事
免
」
・
「
公

事
名
」
・
「
一
色
田
」
・
寸
免
田
」
、
お
よ
び
『
日
本
史

大
事
典
』
の
「
散
回
L

の
項
参
照
。

(2)

織
田
庄
に
関
す
る
研
究
に
つ
い
て
は
、
『
福
井
県
史
』

資
料
編
5
中
・
近
世
三
所
収
「
山
岸
長
家
文
書
L

の
解
題

寺
下

是
時
名
と
散
田
岡

を
参
照
さ
れ
た
い
。
こ
の
中
で
、
宮
川
満
氏
は
、
散
固
化

を
名
、
玉
の
公
事
・
夫
役
拒
否
に
よ
る
新
名
の
解
体
と
捉
、
ぇ
、

河
村
昭
一
氏
は
、
名
主
層
の
階
層
分
解
(
職
の
分
化
)
が

散
田
化
川
名
の
解
体
を
も
た
ら
し
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、

古
田
憲
司
氏
は
、
庄
園
領
主
が
全
生
産
物
を
収
奪
せ
ん
が

た
め
に
強
制
的
に
散
回
化
し
た
と
さ
れ
、
松
浦
義
則
氏
も

庄
園
領
、
主
が
本
役
年
貢
以
外
の
剰
余
部
分
を
散
固
と
し
て

直
接
掌
握
し
た
と
説
明
さ
れ
る
(
同
書
の
解
説
「
二
中

世
史
料
に
つ
い
て
」
)
。
こ
れ
に
対
し
、
神
田
千
里
氏
は
、

散
回
を
名
の
本
年
貢
収
取
機
能
を
果
た
す
た
め
に
編
成
さ

れ
た
、
名
の
一
部
を
な
す
収
取
単
位
と
規
定
さ
れ
た
。

(
3
)

西
福
寺
は
、
『
統
浄
土
宗
全
書
』
第
一
九
巻
所
収
「
蓮

門
精
舎
旧
詞
L

第
四
四
冊
に
よ
れ
ば
、
山
号
を
「
大
原

山
L

、
院
号
を
寸
妙
華
院
し
と
称
す
る
浄
土
宗
鎮
西
派
中

本
山
格
の
古
利
で
あ
る
(
末
寺
数
は
、
「
西
福
寺
士
口
図
」

に
「
塔
頭
十
一
院
末
寺
五
十
三
ヶ
寺
し
と
あ
り
、
寸
蓮

門
精
舎
旧
詞
し
で
は
、
五
一
の
寺
院
名
・
庵
名
を
記
す
が
、

近
代
に
至
り
、
四
八
ヶ
寺
と
な
る
)
。
「
越
前
国
名
蹟
考
」

巻
之
一
に
は
「
勅
願
所
原
ノ
寺
と
も
一
玄
L

(

『
新
訂
越
前

国
名
蹟
考
』
一
二
四
頁
)
と
記
さ
れ
る
が
、
現
在
も
地
元

で
は
「
原
の
お
寺
L

と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
る
。
な
お
、

西
福
寺
領
を
総
括
的
に
扱
っ
た
研
究
と
し
て
は
、
須
磨
千

頴
氏
の
「
越
前
国
野
坂
荘
内
西
福
寺
領
の
考
察
」
付
・
同

(
『
中
世
の
窓
』
八
・
九
、
一
九
六
一
年
)
が
あ
る
。

(4)

良
如
は
、
「
西
福
寺
縁
起
」
(
『
福
井
県
史
』
資
料
編

8
中
・
近
世
六
所
収
「
西
福
寺
文
書
」
二
七
一
。
以
下
、

特
に
断
ら
な
い
限
り
、
敦
賀
市
所
在
の
史
料
は
同
書
に
依

拠
)
や
『
浄
土
宗
全
書
』
第
一
七
巻
所
収
「
鎮
流
祖
伝
」

巻
第
四
・
寸
新
撰
往
生
伝
」
巻
之
三
、
あ
る
い
は
『
浄
土

宗
全
書
』
第
一
九
巻
所
収
「
浄
土
伝
灯
総
系
譜
」
上
な
ど

に
よ
れ
ば
、
康
永
三
年
(
一
三
四
四
)
の
誕
生
、
応
安
元

年
二
三
六
八
)
八
月
、
二
五
歳
の
時
に
西
福
寺
を
関
創

し
、
応
永
一
九
年
(
一
四
一
二
)
二
月
三
日
、
六
九
歳
で

示
寂
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
良
如
が
西
福
寺
の
関
山
で
あ

る
こ
と
を
一
示
す
徴
証
は
、
「
西
福
寺
文
書
」
二
二
・
二

六
・
二
七
・
三

0
・
七
七
な
ど
に
求
め
ら
れ
る
。

(
5
)

「
西
福
寺
文
書
」
一
一
四
。

(
6
)

楽
音
寺
は
、
「
西
谷
」
(
原
地
籍
肌
の
「
西
谷
し
か
)

と
称
さ
れ
る
地
に
あ
っ
た
(
「
西
福
寺
文
書
」
一
一
九
)

0

文
安
当
時
、
独
立
し
て
い
た
と
見
ら
れ
る
が
、
文
亀
三
年

(
一
五

O
三
)
九
月
一

O
日
付
西
福
寺
々
領
目
録
(
同
一

四
九
)
で
は
「
塔
頭
L

の
ひ
と
つ
と
し
て
記
さ
れ
、
末
寺

化
し
て
い
る
。

(7)

「
西
福
寺
文
書
」
一
一

O
(全
文
を
註
(
口
)
に
記
載
)

0

(8)

「
西
福
寺
文
書
」
一
一
五
(
全
文
を
註
(
必
)
に
記
載
)
。

河
村
昭
一
氏
は
、
二
度
の
裁
決
に
つ
い
て
、
敦
賀
郡
代
甲

斐
久
衡
の
裁
決
を
不
服
と
し
た
楽
音
寺
が
守
護
の
も
と
へ

控
訴
し
た
と
さ
れ
る
(
『
福
井
県
史
』
通
史
編
2
中
世
四

七
一
一
一
頁
)
。
し
か
し
、
楽
音
寺
が
久
衡
の
裁
決
に
従

わ
ず
、
な
お
不
法
行
為
を
続
け
た
た
め
、
西
福
寺
が
上
訴
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し
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。

(9)

「
西
福
寺
文
書
」
一
一
六
。

ωは
文
安
一
万
年
二
四
四

四
)
四
月
一
三
目
、
あ
る
い
は
同
二
年
二
四
四
五
)
七

月
一
一
日
以
前
の
書
状
で
あ
ろ
う
。
例
は
不
詳
で
あ
る
が
、

付
が
文
安
二
年
二
四
四
五
)
七
月
一
一
日
以
後
の
も
の

で
あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
な
お
、
『
福
井
県
史
』
な

ど
で
は
文
書
名
を
「
是
時
名
作
職
重
書
」
と
す
る
が
、
冒

頭
に
「
是
時
・
久
延
名
作
職
得
替
事
措
期
一
棚
酪
」
、
端
裏
に

「
両
名
の
定
書
」
と
記
さ
れ
て
い
る
以
上
、
「
是
時
名
・
久

延
名
作
職
重
書
L
ま
た
は
「
原
名
作
職
重
書
」
と
す
る
方

が
適
当
と
考
え
る
。

(
叩
)
阿
部
猛
「
中
世
末
期
に
お
け
る
在
地
構
造
の
一
考
察

越
前
敦
賀
郡
の
場
合
|
」
(
『
日
本
歴
史
』
一
一

O
、
一
九

五
七
年
。
の
ち
同
氏
著
『
中
世
日
本
荘
園
史
の
研
究
』

〈
大
原
新
生
社
、
一
九
六
七
年
〉
に
所
収
)
。

(
日
)
「
二
十
一
日
評
定
引
付
」
明
徳
五
年
二
三
九
四
)
正

月
二
二
日
条
(
大
日
本
古
文
書
『
東
寺
文
書
之
一
ニ
』
所
収

「
東
寺
百
合
文
書
」
ち
こ
。

(
ロ
)
同
右
、
同
年
三
月
二
日
条
。

(
日
)
『
国
史
大
辞
典
』
の
「
散
困
」
・
「
問
団
L
の
項
参
照
。

(
日
)
松
浦
義
則
「
戦
国
大
名
朝
倉
氏
領
固
と
寺
社
領
」
(
福

井
大
学
教
育
学
部
紀
要
第
田
部
『
社
会
科
学
』
三
三
、
一

九
八
三
年
)
。
な
お
、
①
j

③
で
、
「
知
法
な
ん
き
」
以

外
の
「
」
内
文
言
は
、
同
論
文
か
ら
の
引
用
。

(
日
)
松
浦
氏
の
言
わ
れ
る
作
職
改
替
に
よ
っ
て
、
一
三
人
な

い
し
八
人
す
べ
て
の
耕
作
権
や
年
貢
請
負
が
不
安
定
な
も

の
に
止
め
ら
れ
て
い
た
と
は
必
ず
し
も
断
定
で
き
な
い
。

た
と
え
ば
、
作
人
の
方
か
ら
作
職
を
返
還
し
た
り
、
死
亡

し
た
り
す
る
こ
と
も
想
定
き
れ
得
る
。

(
凶
)
寺
庵
が
門
前
百
姓
と
密
接
な
つ
な
が
り
を
持
ち
、
百
姓

の
屋
敷
・
回
地
ま
で
を
も
知
行
し
て
い
た
こ
と
の
徴
証
は
、

高
原
庵
性
知
と
了
円
と
の
関
係
に
求
め
ら
れ
る
(
寸
西
福

寺
文
書
」
二
五
・
二
九
)
。
楽
音
寺
も
、
こ
の
よ
う
な
結

び
付
き
か
ら
介
入
し
て
き
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

(
口
)
文
安
元
年
二
四
四
四
)
四
月
二
二
日
、
甲
斐
久
衡
は

是
時
名
の
名
、
玉
職
を
西
福
寺
に
安
堵
し
た
際
、
楽
音
寺
の

下
地
自
専
を
理
由
な
き
も
の
と
径
め
て
い
る
(
「
西
福
寺

文
書
」
一
一

O
)
。

越
前
国
敦
賀
郡
櫛
河
郷
西
福
寺
領
内
是
時
名
之
名
主

職
之
事
、
依
為
相
伝
分
明
御
判
等
頂
戴
之
上
者
、

有
限
年
貢
等
無
不
法
致
沙
汰
、
任
本
文
書
旨
柳
不
可

有
煩
候
処
、
楽
音
寺
門
前
之
者
依
為
作
職
、
彼
住
持

此
下
地
可
自
専
条
、
無
其
謂
候
、
於
向
後
及
異
儀
者
、

公
方
様
之
任
御
判
之
旨
、
可
被
成
敗
者
也
、

文
安
元
年

卯

月

十

三

日

久

衡

(

花

押

)

西
福
寺
侍
者
御
中

(
問
)
阿
部
、
註
(
叩
)
前
掲
書
一
一
一
頁
。
ま
た
、
船
岡
誠
氏

も
「
中
世
寺
院
の
一
存
在
形
態

i
敦
賀
西
福
寺
の
事
例
|
L

(
『
日
本
宗
教
史
研
究
年
報
』

2
、
一
九
七
九
年
)
で
作

職
を
得
分
権
と
見
て
お
り
、
加
地
子
名
主
職
に
相
当
す
る

も
の
と
さ
れ
る
。

(
印
)
稲
垣
泰
彦
1

中
世
の
農
業
経
営
と
収
取
形
態
」
(
岩
波

講
座
『
日
本
歴
史
』

6
中
世
2

〈
岩
波
書
底
、
一
九
七
五

年
v
o

の
ち
同
氏
著
『
日
本
中
世
社
会
史
論
』
〈
東
京
大

学
出
版
会
、
一
九
八
一
年
〉
に
所
収
)
。

(
て
ら
し
た

か
ず
よ
し
)
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